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令和７年度第３回富士吉田市指定管理者候補者選定等委員会審議結果の報告について 

 

 

 このことについて、富士吉田市指定管理者候補者選定等委員会設置要綱第８条の規定に

より下記のとおり報告いたします。 

 

記 

 

１ 富士吉田市指定管理者候補者選定等委員会 

（１）開 催 日 令和７年 10 月 23 日（木） 午後 1時 30 分から 

（２）開催場所 富士吉田市役所 ３階 大会議室 

（３）出席委員 委 員 長 萱沼 俊光 

副委員長 堀内 利教 

委  員 勝俣 寿文 

木勢 洋二 

小川 徹 

加々美 せつ子 

渡邊 隆信  （外部選定委員 富士吉田商工会議所推薦） 

米山 宗徳  （外部選定委員 富士吉田市金融団推薦） 

 

２ 指定管理者導入施設 

（１）富士吉田市立市民ふれあいセンター 

（２）富士吉田市立青少年センター 

（３）富士吉田臨床検査センター 

 

３ 審査方法 

当該施設の指定管理者につきまして、富士吉田市指定管理者候補者選定等委員会設置

要綱第２条に基づく所掌事項の審議を行いました。 

審議方法は、所管課から施設の概要等の説明を行い、指定管理者候補者から提出書類

に基づき、事業説明、質疑応答など面接を行いました。所管課及び指定管理者候補者が退

席後、委員により審議を執り行いました。 

 

 



４ 審査結果 

（１）富士吉田市立市民ふれあいセンター 

①公募による応募状況 

１団体の応募がありました。 

②指定管理者の候補者の選定 

特定非営利活動法人富士北麓まちづくりネットワークを候補者として選定しました。 

③指定期間 

令和８年４月１日から令和 13 年 3 月 31 日までの５年間とします。 

④審議結果と理由 

当該施設は「市民の文化教養の向上と福祉の増進に寄与し、健康で文化的な地域社

会をつくること」を目的に設置され、地域への文化、福祉、健康に寄与してきました。

当該事業者は、その法人活動の一つとして「まちづくりの推進を図る活動」を掲げてお

り、市民など地域が参加できる企画運営を行っており、当該施設の設置目的と合致して

いる団体です。 

また、平成 18 年度より当該施設の指定管理者としての実績があり、利用者からの満

足度も高く、利用者の多様なニーズに対応し総合的なサービスの向上と効率的な運営

を行っています。 

以上のことから、サービスの向上、経費の削減、施設の管理運営の実績及び能力等

をふまえ、総合的に判断した結果、指定管理者候補者として選定することとしました。 

 

 

（２）富士吉田市立青少年センター 

①公募による応募状況 

１団体の応募がありました。 

②指定管理者の候補者の選定 

特定非営利活動法人富士北麓まちづくりネットワークを候補者として選定しました。 

③指定期間 

令和８年４月１日から令和 11 年 3 月 31 日までの３年間とします。 

④審議結果と理由 

当該施設は「団体宿泊研修を通じて、心身ともに健全な青少年の育成に資するもの

とし、青少年の健全育成を図り、もって地域社会の発展に寄与すること」を目的に設置

され、今日まで数多くの青少年の健全な育成に寄与してきました。当該事業者はその会

員条件として、地域社会発展のために活動する意思を有することとしており、施設の設

置目的と合致した団体です。 

また、平成 22 年度より当該施設の指定管理者としての実績があり、利用者からの満

足度も高いこと、利用者の多様なニーズに対しても積極的に対応し、総合的なサービス

の向上と効率的な運営を行っています。 

以上のことから、サービスの向上、経費の削減、施設の管理運営の実績及び能力等

をふまえ、総合的に判断した結果、指定管理者候補者として選定することとしました。 

 



（３）富士吉田臨床検査センター 

①非公募による候補者の選定 

②指定管理者の候補者の選定 

一般社団法人富士吉田医師会を候補者として選定しました。 

③指定期間 

令和８年４月１日から令和 13 年３月 31 日までの５年間とします。 

④審議結果と理由 

当該施設は「地域住民の健康の保持及び増進、公衆衛生活動の推進、総合医療の

充実等」を目的に設置され、市民など地域住民の地域医療を支え、健康増進に大い

に寄与してきました。当該事業者は、その法人目的として「富士北麓地区における

医道の昂揚、医学及び医術の発達普及並びに公衆衛生の向上を図り、もって社会福

祉の増進に寄与すること」を掲げており、当該施設の設置目的と合致した団体です。 

また、平成 18 年度より当該施設の指定管理者としての実績があり、その期間中に

おいて、高度医療機器の導入も自主的に行い、日々多様化する検診内容に対応し、

地域住民の健康増進に寄与するという意識を持っています。加えて、本市の医療行

政の実施には当該事業者との連携が不可欠であること等を総合的に判断し、当該事

業者を指定管理者候補者として選定しました。 

 


